
　平成２７年４月１日より消費税率（国・地方）が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分
については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　令和３年度伯耆町一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） 140,334千円

【歳出】社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 1,238,618千円

（社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費） 【単位：千円】

国・県
支出金

その他
消費税交付金

（社会保障財源化分）

社会福祉
（障がい者、高齢者、児童等）

1,243,347 493,395 20,999 728,953 82,590

社会保険
（国保、介護保険等）

297,096 29,181 3,220 264,695 29,990

保健衛生
（後期高齢、健康増進等）

295,255 45,605 4,680 244,970 27,755

歳　出　合　計 1,835,698 568,181 28,899 1,238,618 140,334

 ※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

地方消費税率の引上げ分に係る使途の明確化について

経費区　分

財源内訳

特定財源 一般財源


